
【第１～第６セミナールーム】

午前 午後 夜間 全日

9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:30 9:00-21:30

第１セミナールーム 800円 1,000円 1,000円 2,510円 持ち込み電気器具用電源 1口 100円 

第２セミナールーム 760円 950円 950円 2,370円 案内板(各部屋） 1台 ‐

第３セミナールーム 1,560円 1,920円 1,920円 4,820円 

第４セミナールーム 1,620円 2,010円 2,010円 5,030円 

第５セミナールーム 780円 970円 970円 2,450円 

第６セミナールーム 1,920円 2,380円 2,380円 5,990円 

第１セミナールーム 1,200円 1,500円 1,500円 3,760円 

第２セミナールーム 1,140円 1,420円 1,420円 3,550円 

第３セミナールーム 2,340円 2,880円 2,880円 7,230円 

第４セミナールーム 2,430円 3,010円 3,010円 7,540円 スライド映写機 先着順 460円 

第５セミナールーム 1,170円 1,450円 1,450円 3,670円 

第６セミナールーム 2,880円 3,570円 3,570円 8,980円 
・附属設備の使用料は、1区分の使用料です。全日
 利用すると3区分として計算します。
・電源代は持込器具1台につき1口と数えます。

室
内

使用料

570円 

市
内

共
用

移動式スクリーン
イメージサイズ
 幅 2032mm×高さ1524mm

先着順 200円 
市
外

先着順 830円 
書画カメラ
（プロジェクターを含む。スクリー
ンは含まない）

【附属設備使用料】【施設使用料】

名称 単位

先着順 
プロジェクター
（スクリーンを含まない）

※接続は「D-sub15pin」



飲食の可否

火気の使用

連続使用可能日数

未成年利用

【利用上の注意】

★ 子どもの参加する催物について

24人以下

　□ 施設の利用が終了したら原状に回復し、係員による点検を受けた後、退出してください。

　□ 指定の場所以外での飲食・喫煙はできません。また、ゴミはお持ち帰りください。

　□ 施設・設備の損傷および滅失した時は、損害を弁償していただきます。

　□ お問い合わせは、プラザノース（048-653-9255）までご連絡ください。

　□ 一度納入された使用料は、お返しできませんのでご注意ください。

　□ 第1～第4セミナールームは可動壁を外しての利用が可能です。

　□ 室内に設置されている以上の机・椅子・ホワイトボードの貸し出しは行いません。

　□ アルコール類・火器の持込みは禁止です。飲食される際はご注意ください。

　□ 利用時間（準備と後片付けも含む）および定員を守ってご利用ください。

　中学生・高校生のみの使用は、施設利用承諾の事前提出により利用可能です。

　□ 利用日当日は、利用時間の10分前から総合インフォメーションカウンターで受付を開始します。
　　 利用許可書兼領収書をご提示の上、部屋の鍵を受け取ってください。

第１～第６セミナールーム

　ホワイトボード(幅 1800×高さ 900mm)は、各部屋に１台ずつ設置されています。

　会議、研修会、講演会。講義中心の各種講座。面接、説明会。控え室。

　書道、フラワーアレンジメント、編み物等の各種手芸など趣味の集まりにもご利用いただけ
ますが、汚損防止のための措置をお願いすることもあります。

利用目的

　□ 附属設備をご利用の際は、施設使用料の支払い時にお申し出ください。共用備品は先着順で受け付けます。

　不可

備考

　５日

　第１～第４セミナールームの　　　　　　の部分は可動壁です。隣室の声などが聞こえ
　易いためご注意ください。

　室内にある机・椅子のレイアウト変更は可能です。ただし、移動した机・椅子は室外に
　置くことはできません。また、利用時間内に元の状態にお戻しください。

　防音設備がないため、歌を歌う英会話などでの利用はご遠慮ください。

　第１～第４セミナールームを一体利用する場合のみ、講演台・マイクの利用が可能です。
　また、その際の定員は100名までとなります。

　可

※ 25～36人の場合は、第3、4セミナールームを
　利用して、第3セミナールームを緩衝ゾーンと
　しても可

※ 50～70人の場合は、第2～4セミナールームを
　利用して、第2セミナールームを緩衝ゾーンと
　しても可

・第2～第4セミナールームを利用して、
　第2セミナールームを緩衝ゾーンとする

・第１～第４セミナールームを一体利用

・第6セミナールーム単独
・第1～第3セミナールームを利用して、第3セミナールームを緩衝ゾーンとする
・第3、第4セミナールームを利用して、第3セミナールームを緩衝ゾーンとする

子どもの参加するお楽しみ会・誕生会などでのご利用は、原則第１～第４セミナールームの一体利用と
なります。ただし、利用人数によっては隣接する部屋を緩衝ゾーンとして以下のようにご利用ください。

50～100人

25～50人


